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議案第４０号  

 

令和８年度徳島市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度徳島市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９２，９２５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２３，２３２，９２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年６月12日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第４０号  

 

令和８年度徳島市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度徳島市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９２，９２５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２３，２３２，９２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年６月12日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

43,863,412 14,591 43,878,003１ 市 税

18,419,976 14,591 18,434,567２ 固 定 資 産 税

27,337,424 57,666 27,395,09015 国 庫 支 出 金

4,734,055 57,666 4,791,721２ 国 庫 補 助 金

10,618,040 20,668 10,638,70816 県 支 出 金

2,966,430 19,868 2,986,298２ 県 補 助 金

489,195 800 489,995３ 県 委 託 金

123,140,000 92,925 123,232,925歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10,350,799 10,000 10,360,799２ 総 務 費

7,651,529 10,000 7,661,529１ 総 務 管 理 費

11,420,332 58,044 11,478,376４ 衛 生 費

5,991,370 58,044 6,049,414１ 保 健 衛 生 費

1,978,273 14,868 1,993,141６ 農 林 水 産 業 費

461,575 14,868 476,443１ 農 林 水 産 業 費

1,706,355 3,713 1,710,068７ 商 工 費

1,706,355 3,713 1,710,068１ 商 工 費

13,309,791 3,500 13,313,291８ 土 木 費

7,713,109 3,500 7,716,609５ 都 市 計 画 費

12,275,856 2,800 12,278,65610 教 育 費

1,337,605 800 1,338,405４ 高 等 学 校 費

1,219,404 2,000 1,221,404７ 社 会 教 育 費

123,140,000 92,925 123,232,925歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

43,863,412 14,591 43,878,003１ 市 税

18,419,976 14,591 18,434,567２ 固 定 資 産 税

27,337,424 57,666 27,395,09015 国 庫 支 出 金

4,734,055 57,666 4,791,721２ 国 庫 補 助 金

10,618,040 20,668 10,638,70816 県 支 出 金

2,966,430 19,868 2,986,298２ 県 補 助 金

489,195 800 489,995３ 県 委 託 金

123,140,000 92,925 123,232,925歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10,350,799 10,000 10,360,799２ 総 務 費

7,651,529 10,000 7,661,529１ 総 務 管 理 費

11,420,332 58,044 11,478,376４ 衛 生 費

5,991,370 58,044 6,049,414１ 保 健 衛 生 費

1,978,273 14,868 1,993,141６ 農 林 水 産 業 費

461,575 14,868 476,443１ 農 林 水 産 業 費

1,706,355 3,713 1,710,068７ 商 工 費

1,706,355 3,713 1,710,068１ 商 工 費

13,309,791 3,500 13,313,291８ 土 木 費

7,713,109 3,500 7,716,609５ 都 市 計 画 費

12,275,856 2,800 12,278,65610 教 育 費

1,337,605 800 1,338,405４ 高 等 学 校 費

1,219,404 2,000 1,221,404７ 社 会 教 育 費

123,140,000 92,925 123,232,925歳 出 合 計
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令和８年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算（第１号） 
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議案第４１号  

 

  令和８年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和８年度中央卸売市場事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和８年度中央卸売市場事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科    目）           （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

収               入 

第１款  市 場 事 業 収 益      ６０９，６７９千円         ３，７１３千円        ６１３，３９２千円 

 第２項  営 業 外 収 益     １６０，４３３千円         ３，７１３千円        １６４，１４６千円 

支               出 

第１款  市 場 事 業 費 用      ６１８，４７１千円        １２，３７５千円        ６３０，８４６千円 

第１項  営 業 費 用     ６０４，２９５千円        １２，３７５千円        ６１６，６７０千円 

 第３条 予算第６条中「１４２，３３０千円」を「１４６，０４３千円」に改める。 

第４条 予算第６条の次に次の１条を加える。 

（債務負担行為） 

第７条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

       事  項               期  間               限 度 額 

    市場再整備調査検討業務           令和９年度               ２８，８７５千円 

 

令和８年６月12日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第４１号  

 

  令和８年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和８年度中央卸売市場事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和８年度中央卸売市場事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科    目）           （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

収               入 

第１款  市 場 事 業 収 益      ６０９，６７９千円         ３，７１３千円        ６１３，３９２千円 

 第２項  営 業 外 収 益     １６０，４３３千円         ３，７１３千円        １６４，１４６千円 

支               出 

第１款  市 場 事 業 費 用      ６１８，４７１千円        １２，３７５千円        ６３０，８４６千円 

第１項  営 業 費 用     ６０４，２９５千円        １２，３７５千円        ６１６，６７０千円 

 第３条 予算第６条中「１４２，３３０千円」を「１４６，０４３千円」に改める。 

第４条 予算第６条の次に次の１条を加える。 

（債務負担行為） 

第７条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

       事  項               期  間               限 度 額 

    市場再整備調査検討業務           令和９年度               ２８，８７５千円 

 

令和８年６月12日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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